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定期健康診断の結果について 

― 年々上昇していた有所見率が減少に転じる ― 

大阪労働局（局長 西岸 正人）は、平成２３年の定期健康診断の結果

状況をとりまとめた。 

定期健康診断は、労働安全衛生法により、全事業場において、常時使用する労働

者への実施が義務付けられており、労働者数 50人以上の事業場については、定期健

康診断の結果を労働基準監督署へ報告しなければなりません。 

今般、平成 23 年の定期健康診断結果報告があった大阪府内の事業場（8,576事業

場）の受診労働者（1,060,165人）について、その結果を取りまとめました。 

ポイント 

○ これまで年々上昇してきた定期健康診断の有所見率が、初めて

減少に転じ、51.4％となった。 

○ 脳・心臓疾患関係の検査項目の１つである血中脂質検査（コレ

ステロールに関する検査）の有所見率が依然として最も高いもの

の、平成 21年をピークに 2年連続して減少した。 

○ 業種別では、「清掃と畜業」の有所見率が突出して高く、運輸交

通業がそれに続く。 

定期健康診断の有所見率の改善のためには、産業保健スタッフが各人の健康診断結

果を精査し、それぞれの者に応じた栄養指導、運動指導等を実施することが必要であ

り、さらにそれらを通じ勤労者自身が指導内容を実行することが重要です。 

有所見率の改善のため、大阪労働局では平成 22 年度から有所見率が高い事業場に

対する個別の指導や、講習会等での周知・啓発を行っており、長年上昇を続けていた

有所見率が減少に転じたことは一定の効果があったと考えられます。しかしながら今

なお半数以上の方に何らかの所見が認められている状況にあります。 

現在、大阪労働局では事業場で実施されている「有所見率改善のための好事例」の

収集に取り組んでおり、事例集を作成、公表することにより各事業場での取組の活性

化を図ることとしております。 

事業場においては、医師や保健師等の産業保健スタッフの積極的な活用が重要であ

り、産業保健スタッフを配置することができない小規模事業場については、地域産業

保健センターを気軽に活用していただくことを呼びかけています。 

参考：「地域産業保健センターをご活用ください」（リーフレット） 

 「有所見率改善のためのいいアイデアはありませんか？」（リーフレット） 
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表 1 定期健康診断の実施状況の推移（大阪）（規模 50人以上の事業場） 

 

 

 

表 2 定期健康診断の業種別実施状況（平成 23年・大阪）（規模 50人以上の事業場） 

 

 

年 健診実施事業場数 受診者数 有所見者数 
有所見率 

大阪 全国 

平成 14年 7,378 (1,321) 992,264  450,644  45.4 % 46.7 % 

平成 15年 7,438 (1,342) 984,340  446,358  45.4 % 47.3 % 

平成 16年 7,542 (1,427) 992,699  455,873  45.9 % 47.6 % 

平成 17年 7,757 (1,490) 996,181  470,725  47.3 % 48.4 % 

平成 18年 7,786 (1,542) 1,007,069  483,130  48.0 % 49.1 % 

平成 19年 8,014 (1,639) 1,032,304  506,637  49.1 % 49.9 % 

平成 20年 8,659 (1,896) 1,125,211  566,835  50.4 % 51.3 % 

平成 21年 7,902 (1,671) 1,010,346  521,108  51.6 % 52.3 % 

平成 22年 9,162 (2,217) 1,170,063  605,732  51.8 % 52.5 % 

平成 23年 8,576 (2,043) 1,060,165 544,569 51.4 % 52.7 % 

業   種 
健診実施事業場数 

（事業場） 
受診者数 
（人） 

有所見者数 
（人） 

有所見率（%） 

大阪 全国 

製 造 業 1,813 (526) 236,783 121,844 51.5 51.4 

建 設 業 135 (21) 13,807 8,189 59.3  62.5 

運輸交通業 766 (388) 75,925 47,993 63.2  60.9 

貨物取扱業 129 (24) 10,554 5,717 54.2  55.2 

そ の 他 5,733 (1,084) 723,096 360,826 49.9  52.0 

 
商 業 1,819 (138) 176,524 90,718 51.4 52.4 

 
金 融 広 告 400 (20) 60,458 27,039 44.7 50.3 

 
通 信 業 145 (26) 27,769 17,036 61.4 59.6 

 
教 育 研 究 322 (44) 45,900 22,531 49.1 53.5 

 
保 健 衛 生 952 (449) 144,145 62,543 43.4 47.6 

 
接 客 娯 楽 279 (87) 18,394 8,122 44.2 51.0 

 
清 掃 と 畜 業 239 (78) 32,697 22,909 70.1 67.4 

 
他 の 事 業 1,549 (237) 213,515 107,812 50.5 52.5 

全 産 業 8,576 (2,043) 1,060,165 544,569 51.4 52.7 

大 阪 労 働 局 管 内 事 業 場 の 

平成 23 年 定期健康診断結果について 

（備考） 1.健診実施事業場数は延事業場数    2.（ ）は年 2回以上実施した事業場数で内数 

（備考） 1.健診実施事業場数は延事業場数    2.（ ）は年 2回以上実施した事業場数で内数 

3.「その他」の内訳は抜粋 



表 3 定期健康診断の項目別有所見率の推移（大阪） 

（規模 50人以上の事業場） 

 

 

表 4 定期健康診断の業種別有所見率の推移（大阪） 

（規模 50人以上の事業場） 
 

項目 

 

 

 

年 

聴
力
（1000

㎐
） 

聴
力
（4000

㎐
） 

聴
力
（
そ
の
他
） 

胸
部
Ｘ
線
検
査 

喀
痰
検
査 

血
圧
検
査 

貧
血
検
査 

肝
機
能
検
査 

血
中
脂
質
検
査 

血
糖
検
査 

尿
検
査
（
糖
） 

尿
検
査
（
蛋
白
） 

心
電
図
検
査 

有
所
見
率
（
全
項
目
） 

14年 3.9% 7.9% 0.7% 3.7% 1.1% 11.1% 5.8% 14.9% 28.3% 9.0% 3.0% 3.8% 8.6% 45.4% 

15年 3.8% 7.7% 0.7% 3.6% 1.7% 11.5% 5.6% 14.6% 28.7% 8.8% 3.0% 3.6% 8.6% 45.4% 

16年 3.8% 7.6% 0.7% 3.7% 1.8% 11.7% 5.6% 14.4% 28.0% 8.7% 3.0% 3.9% 8.7% 45.9% 

17年 3.8% 7.6% 0.6% 3.8% 0.6% 12.2% 5.9% 14.7% 29.4% 8.7% 3.0% 3.9% 8.9% 47.3% 

18年 3.6% 7.5% 0.6% 4.1% 1.0% 12.1% 6.1% 14.3% 30.3% 8.9% 3.0% 4.0% 9.1% 48.0% 

19年 3.6% 7.6% 0.7% 4.3% 1.9% 12.4% 6.2% 14.3% 31.3% 8.8% 2.8% 4.1% 9.1% 49.1% 

20年 3.6% 7.6% 0.6% 4.5% 0.9% 13.4% 6.7% 14.2% 31.7% 9.0% 2.6% 4.4% 9.1% 50.4% 

21年 3.8% 7.8% 0.6% 4.5% 2.0% 14.3% 7.0% 14.3% 32.9% 9.3% 2.6% 4.4% 9.5% 51.6% 

22年 3.6% 7.5% 0.6% 4.7% 0.9% 14.3% 7.0% 14.6% 32.6% 9.4% 2.6% 4.8% 9.8% 51.8% 

23年 3.6% 7.4% 0.7% 4.6% 1.7% 14.2% 6.6% 14.2% 31.7% 9.7% 2.8% 4.5% 9.5% 51.4% 

業種 

 

 

年 

製 

造 

業 

建 

設 

業 

運
輸
交
通
業 

貨
物
取
扱
業 

そ  の  他 全 

産 

業 

全 
 
 

国 

 

通

信

業 

清

掃 

と

畜

業 

平成 14年 47.5% 51.2% 56.0% 48.3% 43.2% 61.8% 61.0% 45.4% 46.7% 

平成 15年 46.7% 52.9% 56.2% 48.3% 43.4% 56.5% 61.1% 45.4% 47.3% 

平成 16年 47.5% 50.0% 56.6% 47.2% 44.1% 62.2% 61.8% 45.9% 47.6% 

平成 17年 48.6% 50.8% 57.7% 46.0% 45.7% 62.9% 63.0% 47.3% 48.4% 

平成 18年 49.1% 51.9% 59.2% 49.1% 46.3% 63.8% 64.5% 48.0% 49.1% 

平成 19年 50.3% 52.4% 60.5% 48.4% 47.4% 63.6% 65.7% 49.1% 49.9% 

平成 20年 51.1% 56.9% 62.5% 49.3% 48.7% 63.3% 68.1% 50.4% 51.3% 

平成 21年 50.9% 57.1% 63.4% 51.9% 50.3% 61.6% 69.6% 51.6% 52.3% 

平成 22年 52.0% 59.3% 61.9% 56.9% 50.4% 62.9% 69.9% 51.8% 52.5% 

平成 23年 51.5% 59.3% 63.2% 54.2% 49.9% 61.4% 70.1% 51.4% 52.7% 

（備考）太枠は、脳心臓疾患に関連のある検査項目 



 

表 5 定期健康診断の業種別・項目別有所見率（％）（平成 23年・大阪） 

（規模 50人以上の事業場） 

 

 

 

 

 

健康診断 
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尿
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有
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（
全
項
目
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製 造 業 3.9  9.3  0.8  3.7  5.7  15.1  5.7  14.9  32.5  10.4  2.7  3.8  9.6  51.5  

建 設 業 3.2  7.8  0.1  4.4  1.0  16.5  5.6  19.7  36.5  11.5  2.9  4.6  8.7  59.3  

運輸交通業 6.1  19.2  0.6  8.6  0.0  24.5  8.4  20.6  43.3  18.4  6.6  5.8  12.6  63.2  

貨物取扱業 4.2  8.6  0.0  4.6  0.0  16.3  7.5  16.0  33.6  10.9  3.0  5.5  8.6  54.2  

そ の 他 3.2  5.5  0.7  4.4  1.1  12.7  6.7  13.2  30.2  8.7  2.4  4.6  9.2  49.9  

 

通 信 業 5.0 9.0 0.2 9.7 0.1 21.4 5.3 20.6 38.1 12.6 3.9 4.6 19.2 61.4 

清掃と畜業 9.1 17.3 4.4 8.8 10.5 24.4 8.3 15.5 40.2 15.4 5.8 7.5 15.9 70.1 

全 産 業 3.6 7.4 0.7 4.6 1.7 14.2 6.6 14.2 31.7 9.7 2.8 4.5 9.5 51.4 
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転じた。 
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主な業種の中

で有所見率が高

い「運輸交通業」

には、鉄道等、道

路旅客（バス、タ

クシー）、道路貨

物の運送業が含

まれ、一般に年齢

の高い労働者が

多いと言われる

業種である。 

業種別で約半

数が有所見とな

っている「その他

の業種」の内訳を

見ると、「清掃と

畜業」の有所見率

が 70％を超えて

おり、突出して高

い。 

ゴミの収集や

廃棄物処理業の

事業者が問題意

識を持って対応

することが望ま

れる。 
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定期健康診断項目のうち、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、肥満度の検査などで所見が

あると診断された方は、脳・心臓疾患を発症する可能性が高いといわれています。 

 

阪労働局では、平成 23年 9月に「定期健康診断の有所見率改善に向けた取組」と

して、アンケート形式により各企業の取組状況を調査し、678の事業場から回答を

得ました。その結果いくつかの問題点が見つかりました。 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 定期健康診断の有所見率を改善するためには、事業者が、医師等から聴取した健康診断

結果に関する意見を勘案し、労働時間の短縮等の就業上の措置を行うこと、保健指導を適

切に行うことが必要です。 

◆ 労働者自身は、指導された食生活の改善や運動等に積極的に取り組むことが重要ですが、

継続的な取組には本人の意識によるところが大きく、途中で挫折してしまうことが少なくありま

せん。 

◆ そこで、大阪労働局では各企業で工夫されている実際の事例を収集し、取組の参考とさせ

ていただきたいと考えています。 

 
 
 
 

大 

有所見率改善のための 

ほとんどの事業場で実施されていた項目 

◇ 定期健康診断における有所見者について医師からの意見聴取を行っている。 

◇ 定期健康診断の結果を労働者へ通知している。 

◇ 定期健康診断の結果に基づき、医師又は保健師による保健指導※を実施している。 

※保健指導とは：日常生活面での食生活、運動等の指導、健康管理に関

する情報の提供、再検査又は精密検査の受診の勧奨、医療機関で

治療を受けることの勧奨等を個別面談又は文書により行うことです。 

定期健康診断の 

はありませんか？ 好 事 例 

一方で、以下の問題点が認められました。 

◆ 労働者自身が定期健康診断の結果や会社の保

健指導を利用して、健康の保持のための取組を実

施していると答えた事業場は 61.0％あったが、その

反面･･･ 

◆ 個々の労働者を対象に、保健指導等の内容、労

働者自身の取組状況、定期健康診断の結果等を

基に、取組事項の実施状況等の評価を行っている

事業場はわずかに37.5％ 

H24.03 

裏
面
の
用
紙
で
取
組
事
例
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
様
々
な
事
例
を
収
集
し
他
の
事
業
場
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

詳しい調査結果は、大阪労働局ホームページ報道記者発表資料 2011.11.28発表「定期健康診断の有所見率改善の取組

状況について」をご覧ください。 

労働者が指導に従って実

施しているかどうか把握し

ていない事業場が38.1％ 

取組結果の報告を求め、

実施状況の評価をしてい

ない事業場が3分の2 

大阪労働局・労働基準監督署 
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

Ministry of Health，Labour and Welfare

ひと、くらし、

みらいのために

平成24年12月末まで 

言いっぱ

なし？ 

い い ア イ デ ア 

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


 
 

 

定期健康診断の有所見率を改善する取組として実施しているもの、又は実施しようと計画しているも

のなど、自由にお書きください。既存のもの、ユニークなものなど何でも結構です。 

色々な取組事例をお待ちしております。失敗事例も歓迎します。（必要に応じ、参考となる資料を添付

してください。） 

 
 
 
 
 
 

◆ 実施中、計画中の【改善のための取組】 

 

◆ その成果は？（予想される成果も含みます。） 

 

 
 
 
 
 

事業場名  業種  

所 在 地  

TEL  FAX  

記入担当者 

職 氏 名 
 

事例集作成の際の 

事業場名公表の諾否 
諾   ・   否 

わが社の 

【定期健康診断の有所見率改善のための取組】 

送付先 

〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 

大阪労働局 労働基準部 健康課（担当：井内） 

TEL 06-6949-6500     FAX 06-6949-6034 

◇フィットネスクラブの法人会員になり、社員に自由に利用させている。 

◇ウォーキングコンクールを実施し成果に応じ賞品を出している。 

◇個別に具体的な食事指導、運動指導を行い実施結果を報告させている。 

◇社員食堂のメニューにカロリー表示を行い意識付けを行っている。   などなど 

◆我が社の事例を提供します◆ 

［例］ 

平成24年12月末まで 

平成24年12月末まで 
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